
山口県特別支援教育就学奨励費交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４

号。以下「法」という。）第２条第１項の規定及びその趣旨に基づき山口県教育委員会（以

下「県教育委員会」という。）が支弁する特別支援教育就学奨励費（以下「就学奨励費」

という。）について、法、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政

令第１５７号。以下「令」という。）、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則

（昭和２９年文部省令第２０号）、特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒

援助費補助金交付要綱（昭和６２年５月２２日文部大臣裁定。）、特別支援学校への就学

奨励に関する法律施行令第２条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要

額の算定要領（平成２６年４月１日付け文科初第２７号。以下「算定要領」という。）及

び文部科学省作成の特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的）  

第２条 教育の機会均等の趣旨にのっとり、かつ特別支援学校への就学の特殊事業にかん

がみ、特別支援学校へ就学する幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）の保護者

等（幼児、児童又は未成年の生徒については、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第１６条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を

負担する者をいう。）の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支

援学校への就学のため必要な経費について支弁することとし、もって、特別支援教育の

普及奨励を図ることを目的とする。  

 

（対象者）  

第３条 就学奨励費の支弁対象者は、山口県が設置する特別支援学校の児童等の保護者等

とする。  

 

（対象経費及び対象額）  

第４条 就学奨励費の対象となる経費及び対象額は、別記１及び別記２に定めるとおりと

する。  

 

（必要な資料の提出）  

第５条 就学奨励費の支弁を受けようとする者は、別に定める期日までに、特別支援教育

に就学奨励費にかかる収入額・需要額調書（様式第１号）に関係書類を添えて、各学校



の学校長を経由して県教育委員会に提出するものとする。  

 

（支弁区分）  

第６条 県教育委員会は、令及び算定要領に基づき保護者等の負担能力の程度に応じ令第

２条に規定する区分を決定する。  

（１）第１区分 文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等（法第二条第一項

に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。）の属する世帯の収入の額（以下「収入額」

という。）が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第八条第一項の規定により厚生労

働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額（以下「需要額」という。）

の１．５倍未満の場合  

（２）第２区分 収入額が需要額の１．５倍以上２．５倍未満の場合  

（３）第３区分 収入額が需要額の２．５倍以上の場合  

 

（支給方法）  

第７条 就学奨励費は、各学校の学校長が金銭をもって当該学校に就学する児童等の保護

者等に支給する。  

 

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支弁について必要な事項は、別に定

める。  

 

 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 



別記１（第４条関係） 就学奨励費負担金の対象となる経費 

 

特別支援学校の小学部、中学部又は高等部（専攻科は除く。この項において同じ。）の児童又は生徒

に係る経費 

 

対象経費 対象経費の範囲 対象額 

１ 教科用図書購入費 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校給食費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通学に要する交通費 

〔通学費（本人経費）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 帰省に要する交通費 

〔帰省費（本人経費）〕 

 

 

 

高等部の生徒に係る第１学年又は第２学年

のうちいずれか１の学年における保健体育並

びに全学年における保健体育を除く各教科及

び当該各教科に属する科目（知的障害者を教

育する特別支援学校にあっては、保健体育を

除く各教科とする。）を履修するために必要な

教科用図書の価額とする。 

 

学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。

以下「給食法」という。）第１１条第２項及び

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学

校給食に関する法律（昭和３２年法律第１１

８号。以下「特別支援学校給食法」という。） 

第５条第２項に定める学校給食費の額とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も経済的な通常の経路及び方法により通

学する場合の交通費の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校附設の寄宿舎に居住する者が年間３回

以内、最も経済的な通常の経路及び方法によ

り帰省する場合の往復の交通費の額とする。 

 

 

 左に定める教科用図書

購入費の全額とする。 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校への就学

奨励に関する法律施行令

（昭和２９年政令第１５

７号。以下「令」という。）

第２条第１号に掲げる区

分（以下「第１区分」と

いう。）に該当する者につ

いては、左に定める学校

給食費の全額とし、令第

２条第２号に掲げる区分

（以下｢第２区分｣とい

う。）に該当する者につい

ては、当該経費の半額と

する。 

 

第１区分に該当する者

については、左に定める

交通費の全額とし、第２

区分に該当する者若しく

は令第２条第３号に掲げ

る区分（以下「第３区分」

という。）に該当する児童

又は中学部の生徒につい

ては、当該経費の半額と

する。 

 

第１区分に該当する者

については、左に定める

交通費の全額とし、第２

区分に該当する者若しく

は第３区分に該当する児



 

 

 

 

５ 付添人の付添いに要

する交通費 

(1)通学に要する経費 

〔通学費（付添人経

費）〕 

 

 

 

 

(2)帰省に要する経費 

〔帰省費（付添人経

費）〕 

 

 

 

 

 

６ 学校附設の寄宿舎居

住に伴う経費 

(1)寝具購入費 

 

 

 

 

 

(2)日用品等購入費 

 

 

 

 

 

 

 

(3)食費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学部第１学年から第３学年までの児童が

通学する場合に要する付添人の最も経済的な

通常の経路及び方法による付添中の交通費の

額とする。 

 

 

 

 

 

学校附設の寄宿舎に居住する児童又は中学

部の生徒が年間３回以内帰省する場合に要す

る付添人の最も経済的な通常の経路及び方法

による付添中の交通費の額とする。 

 

 

 

 

通常必要とする寝具の購入費の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣

料補修用品、下着類等の購入費の額とする。 

 

 

 

 

 

 

夏季、 冬季及び学年末の休業日を除く期間

において、通常支給する１日３回の食事に要

する経費（学校給食費を除く。）及び１日１回

の間食に要する経費の額とする。ただし、病

気その他の特別の事情があると認められる者

に対し、休業日に食事又は間食を支給する場

合は、これらに要する経費を食費の範囲に加

えることができる。 

童又は中学部の生徒につ

いては、当該経費の半額

とする。 

 

第１区分に該当する小

学部第１学年から第３学

年までの児童について

は、左に定める交通費の

全額とし、第２区分又は

第３区分に該当する上記

の者については、当該経

費の半額とする。 

 

第１区分に該当する者

については、左に定める

交通費の全額とし、第２

区分若しくは第３区分に

該当する児童又は中学部

の生徒については、当該

経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める寝具購入費の全

額とし、第２区分に該当

する者については、当該

経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める日用品等購入費

の全額とし、第２区分に

該当する者については、

当該経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める食費の全額と

し、第２区分に該当する

者については、当該経費

の半額とする。 

 



 

７ 修学旅行費 

 

 

 

 

 

 

 

８ 学用品・通学用品購

入費 

 

小学部、中学部又は高等部を通じてそれぞ

れ１回参加する修学旅行に要する経費のう

ち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及

び見学料の額とする。 

 

 

 

 

① 児童又は中学部の生徒が、通常必要とす

る学用品の購入費の額とする。 

なお、 弱視の児童又は中学部の生徒が授

業において使用する拡大教材の購入費は、 

学用品・通学用品購入費の加算分として支

給するものとする。 

② 児童又は中学部の生徒が、通常必要とす

る通学用品の購入費の額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める修学旅行費の全

額とし、第２区分に該当

する者については、当該

経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、 左

に定める学用品・通学用

品購入費の全額とし、 第

２区分に該当する者につ

いては、当該経費の半額

とする。 

 

 

 

別記２（第４条関係） 就学奨励費補助金の対象となる経費 

 

（１）特別支援学校の幼稚部の幼児に係る経費 

 

対象経費 対象経費の範囲 対象額 

１ 学校給食費 

 

 

 

 

 

 

２ 通学に要する交通費

〔通学費（本人経費）〕 

 

３ 帰省に要する交通費

〔帰省費（本人経費）〕 

 

 

４ 付添人の付添いに要

する交通費 

(1)通学に要する交通

費〔通学費（付添人

経費）〕 

特別支援学校給食法第５条第２項に定める

学校給食費の額とする。 

 

 

 

 

 

最も経済的な通常の経路及び方法により通

学する場合の交通費の額とする。 

  

学校附設の寄宿舎に居住する者が年間39回

以内、 最も経済的な通常の経路及び方法によ

り帰省する場合の往復の交通費の額とする。 

 

通学する場合に要する付添人の最も経済的

な通常の経路及び方法による付添中並びに付

添いのための交通費の額とする。 

 

 

第１区分に該当する者

については、左に定める

学校給食費の全額とし、

第２区分に該当する者に

ついては、当該経費の半

額とする。 

 

左に定める交通費の全

額とする。 

 

左に定める交通費の全

額とする。 

 

 

左に定める交通費の全

額とする。 

 

 

 



(2)帰省に要する交通

費〔帰省費（付添人

経費）〕 

 

 

５ 交流及び共同学習に

要する交通費（交流及

び共同学習交通費） 

 

 

 

 

６ 学校附設の寄宿舎居

住に伴う経費 

(1)寝具購入費 

 

 

 

 

 

(2)日用品等購入費 

 

 

 

 

 

 

 

(3)食費 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 校外活動等参加費（本

人経費） 

 

 

 

 

 

 

学校附設の寄宿舎に居住する者が年間39回

以内帰省する場合に要する付添人の最も経済

的な通常の経路及び方法による付添中並びに

付添いのための交通費の額とする。 

 

学校教育の一環として幼稚園又は特別支援

学校の幼児等と共に集団活動を行う場合に必

要な交通費の額とする。 

 

 

 

 

通常必要とする寝具の購入費の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

通常必要とする洗面用雑品、 通信用品、 衣

料補修用品、下着類等の購入費の額とする。 

 

 

 

 

 

 

夏季、 冬季及び学年末の休業日を除く期間

において、 通常支給する１日３回の食事に要

する経費（学校給食費を除く。）及び１日１回

の間食に要する経費の額とする。ただし、病

気その他の特別の事情があると認められる者

に対し、休業日に食事又は間食を支給する場

合は、これらに要する経費を食費の範囲に加

えることができる。 

 

校外活動（学校外に教育の場を求めて行わ

れる学校行事としての活動（修学旅行を除く。

以下同じ。）） に参加するために要する経費の

うち、 校外活動に直接必要な交通費及び見学

料の額とする。 

 

 

 

左に定める交通費の全

額とする。 

 

 

 

第１区分又は第２区分

に該当する者について

は、左に定める交通費の

全額とし、 第３区分に該

当する者については、 当

該経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める寝具購入費の全

額とし、第２区分に該当

する者については、当該

経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、 第１区分に該

当する者については、左

に定める日用品等購入費

の全額とし、第２区分に

該当する者については、

当該経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める食費の全額と

し、第２区分に該当する

者については、当該経費

の半額とする。 

 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める校外活動等参加

費の全額とし、第２区分

に該当する者について

は、当該経費の半額とす

る。 



 

８ 校外活動等参加費（付

添人経費） 

 

 

 

 

 

 

 

９ 学用品・通学用品購入

費 

 

 

校外活動に付添う付添人の経費のうち、 付

添いに直接必要な交通費及び見学料の額とす

る。 

 

 

 

 

 

 

① 通常必要とする教育的保育用品の購入費

の額とする。 

② 通常必要とする通学用品の購入費の額と

する。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める校外活動等参加

費の全額とし、第２区分

に該当する者について

は、当該経費の半額とす

る。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、 第１区分に該

当する者については、左

に定める学用品・通学用

品購入費の全額とし、第

２区分に該当する者につ

いては、当該経費の半額

とする。 

 

 

（２）特別支援学校の小学部、中学部又は高等部（専攻科は除く。）の児童又は生徒に係る経費 

 

対象経費 対象経費の範囲 対象額 

１ 通学に要する交通費 

〔通学費（本人経費）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 帰省に要する交通費 

〔帰省費（本人経費）〕 

 

 

 

 

最も経済的な通常の経路及び方法により通

学する場合の交通費の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校附設の寄宿舎に居住する者が年間39 

回以内、最も経済的な通常の経路及び方法に

より帰省する場合の往復の交通費の額とす

る。 

 

 

① 第２区分若しくは第

３区分に該当する児童

又は中学部の生徒につ

いては、左に定める交

通費の半額とする。 

② 第２区分に該当する

高等部第１学年又は第

２学年の生徒について

は、左に定める交通費

の半額とし、第３ 区分

に該当する高等部第１ 

学年又は第２学年につ

いては、当該経費の全

額とする。 

 

① 第１区分に該当する

児童又は中学部の生徒

については、左に定め

る交通費から年間３ 

回以内帰省する場合の

往復の交通費を除いた



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 付添人の付添いに要

する交通費 

(1)通学に要する交通

費〔通学費（付添人

経費）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学部第１学年から第３学年までの児童、 

小学部第４学年から高等部までの肢体不自由

者である児童若しくは生徒又は小学部第４学

年から高等部までの重度・重複障害の児童若

しくは生徒が、通学する場合に要する付添人

の最も経済的な通常の経路及び方法による付

添中並びに付添いのための交通費の額とす

る。 

 

 

 

 

額とし、第２区分又は

第３区分に該当する上

記の者については、 当

該経費から年間３回以

内帰省する場合の往復

の交通費の半額を除い

た額とする。 

② 第１区分に該当する

高等部の生徒に係る経

費については、 左に定

める交通費から年間３

回以内帰省する場合の

往復の交通費を除いた

額とし、第２区分に該

当する高等部第１学年

又は第２学年の生徒に

ついては、当該経費か

ら年間３回以内帰省す

る場合の往復の交通費

の半額を除いた額と

し、高等部第３学年の

生徒については、当該

経費から年間３回以内

帰省する場合の往復の

交通費の全額及び４ 

回以上帰省する場合の

往復の交通費の半額を

除いた額とし、第３区

分に該当する高等部第

１学年又は第２学年の

生徒については、当該

経費の全額とする。 

 

① 第１区分に該当する

小学部第１学年から第

３学年までの児童につ

いては、左に定める交

通費のうち、付添中の

交通費を除いた額と

し、 第２区分及び第３ 

区分に該当する上記の

者については、当該経

費のうち、付添中の交

通費の半額を除いた額

とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)帰省に要する交通

費 

〔帰省費（付添人経

費）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校附設の寄宿舎に居住する児童若しくは

中学部の生徒、高等部の肢体不自由者である

生徒又は高等部の重度・重複障害の生徒が年

間39 回以内帰省する場合に要する付添人の

最も経済的な通常の経路及び方法による付添

中並びに付添いのための往復の交通費の額と

する。 

② 小学部第４学年から

中学部までの肢体不自

由者である児童若しく

は生徒又は小学部第４

学年から中学部までの

重度・重複障害の児童

若しくは生徒について

は、左に定める交通費

の全額とする。 

③ 第１区分に該当する

高等部の肢体不自由者

である生徒又は高等部

の重度・重複障害の生

徒については、左に定

める交通費の全額と

し、第２区分に該当す

る高等部第１学年若し

くは第２学年の肢体不

自由者である生徒又は

高等部第１学年若しく

は第２学年の重度・重

複障害の生徒について

は、当該経費の全額と

し、高等部第３学年の

肢体不自由者である生

徒又は高等部第３学年

の重度・重複障害の生

徒については、当該経

費の半額とし、第３区

分に該当する高等部第

１学年若しくは第２ 

学年の肢体不自由者で

ある生徒又は高等部第

１学年若しくは第２学

年の重度・重複障害の

生徒については、 当該

経費の全額とする。 

 

① 第１区分に該当する

児童又は中学部の生徒

については、左に定め

る交通費から年間３回

以内帰省する場合に要

する付添人の付添中の

交通費を除いた額と



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 職場実習に要する交

通費 

（職場実習交通費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学部又は高等部の教育課程に従い学校長

の管理のもとに学校外の事業所等において、 

生徒が現場実習に参加する場合の交通費の額

とする。 

 

 

 

 

し、第２区分又は第３ 

区分に該当する上記の

者については、 当該経

費から年間３回以内帰

省する場合に要する付

添人の付添中の交通費

の半額を除いた額とす

る。 

② 第１区分に該当する

高等部の肢体不自由者

である生徒又は高等部

の重度・重複障害の生

徒については、 左に定

める交通費の全額と

し、第２区分に該当す

る高等部第１学年若し

くは第２学年の肢体不

自由者である生徒又は

高等部第１学年若しく

は第２学年の重度・重

複障害の生徒について

は、当該経費の全額と

し、高等部第３学年の

肢体不自由者である生

徒又は高等部第３学年

の重度・重複障害の生

徒については、当該経

費の半額とし、第３区

分に該当する高等部第

１学年若しくは第２学

年の肢体不自由者であ

る生徒及び高等部第１

学年若しくは第２学年

の重度・重複障害の生

徒については、当該経

費の全額とする。 

 

①  第１区分又は第２ 

区分に該当する中学部

の生徒については、左

に定める交通費の全額

とし、第３区分に該当

する中学部の生徒につ

いては、当該経費の半

額とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 交流及び共同学習に

要する交通費 

（交流及び共同学習交

通費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 修学旅行費（付添人経

費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育の一環として小学校、 中学校、 高

等学校又は特別支援学校の児童又は生徒等と

共に集団活動を行う場合に必要な交通費の額

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肢体不自由者である児童若しくは生徒又は

重度・重複障害の児童若しくは生徒が、小学

部、中学部又は高等部を通じてそれぞれ１回

参加する修学旅行に付添う付添人の経費のう

ち、付添いに直接必要な交通費、宿泊費及び

見学料の額とする。 

② 第１区分に該当する

高等部の生徒又は第２ 

区分に該当する高等部

第１学年若しくは第２ 

学年の生徒について

は、左に定める交通費

の全額とし、第２区分

に該当する高等部第３ 

学年の生徒又は第３区

分に該当する高等部第

１学年若しくは第２学

年の生徒については、 

当該経費の半額とす

る。 

 

① 第１区分若しくは第

２区分に該当する児童

又は中学部の生徒につ

いては、左に定める交

通費の全額とし、第３ 

区分に該当する児童又

は中学部の生徒につい

ては、当該経費の半額

とする。 

② 第１区分に該当する

高等部の生徒又は第２ 

区分に該当する高等部

第１学年若しくは第２ 

学年の生徒について

は、左に定める交通費

の全額とし、第２区分

に該当する高等部第３ 

学年の生徒又は第３ 

区分に該当する高等部

第１学年若しくは第２

学年の生徒について

は、当該経費の半額と

する。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する肢体不自由者であ

る児童若しくは生徒又は

重度・重複障害の児童若

しくは生徒については、



 

 

 

 

 

 

７ 校外活動等参加費（本

人経費） 

 

 

 

 

 

 

 

８ 校外活動等参加費（付

添人経費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 職場実習宿泊費 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 学用品・通学用品購

入費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 学校行事として実施される校外活動に参

加するために要する経費のうち、校外活動

に直接必要な交通費及び見学料の額とす

る。 

② 学校行事として実施される宿泊を伴う生

活訓練に参加するために要する経費のう

ち、宿泊生活訓練に直接必要な交通費、宿

泊費及び見学料の額とする。 

 

① 学校行事として実施される校外活動に付

添う付添人の経費のうち、小学部第１学年

から第３学年までの児童、小学部第４学年

から高等部までの肢体不自由者である児童

若しくは生徒又は小学部第４学年から高等

部までの重度・重複障害の児童若しくは生

徒の付添いに直接必要な交通費及び見学料

の額とする。 

② 学校行事として実施される宿泊を伴う生

活訓練に付添う付添人の経費のうち、小学

部第１学年から第３学年までの児童、小学

部第４学年から高等部までの肢体不自由者

である児童若しくは生徒又は小学部第４ 

学年から高等部までの重度・重複障害の児

童若しくは生徒の付添いに直接必要な交通

費、宿泊費及び見学料の額とする。 

 

高等部の教育課程に従い学校長の管理のも

とに学校外の事業所等において、生徒が現場

実習に参加する場合の宿泊費の額とする。 

 

 

 

 

 

① 高等部の生徒が通常必要とする学用品の

購入費の額とする。 

なお、下記の経費は、学用品・通学用品

購入費の加算分として支給するものとす

る。 

左に定める修学旅行の付

添いに必要な経費の全額

とし、第２区分に該当す

る上記の者については、

当該経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、 左

に定める校外活動等参加

費の全額とし、第２区分

に該当する者について

は、当該経費の半額とす

る。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する小学部第１学年か

ら第３学部までの児童、

小学部第４学年から高等

部までの肢体不自由者で

ある児童若しくは生徒又

は小学部第４学年から高

等部までの重度・重複障

害の児童若しくは生徒に

ついては、左に定める校

外活動等参加費の全額と

し、第２区分に該当する

上記の者については、当

該経費の半額とする。 

 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める宿泊費の全額と

し、 第２区分に該当する

者については、当該経費

の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める学用品・通学用

品購入費の全額とし、第



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 新入学児童生徒学

用品・通学用品購入費 

ア 音声教材費 

視覚障害者である生徒に対する教育を

行う特別支援学校の高等部（本科保健理

療科）の生徒については、専門教科「保

健理療」において採択された教科用図書

を原本として音声化した教材であって、 

当該教科用図書とともに使用し得るもの

の購入費 

イ ＩＣＴ機器購入費 

高等部第１学年又は第２学年の生徒が

学用品として使用するＩＣＴ機器の購入

費 

② 高等部の生徒が通常必要とする通学用品

の購入費の額とする。 

 

新たに入学する児童又は生徒が通常必要と

する学用品・通学用品の購入費の額とする。 

 

２区分に該当する者につ

いては、当該経費の半額

とする。 

ただし、①イのＩＣＴ 

機器購入費については、

別途通知する限度額の範

囲内で、支弁区分に関わ

らず、当該経費の全額と

する。 

 

 

 

 

 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める新入学児童生徒

学用品・通学用品購入費

の全額とし、第２区分に

該当する者については、

当該経費の半額とする。 

 

 

（３）特別支援学校の高等部（専攻科に限る。）の生徒に係る経費 

 

対象経費 対象経費の範囲 対象額 

１ 教科用図書購入費 

 

 

２ 学校給食費 

 

 

 

 

 

 

３ 通学に要する交通費 

〔通学費（本人経費）〕 

 

 

 

 

教育課程に従い教科を履修する上に必要な

教科用図書の価額とする。 

 

特別支援学校給食法第５条第２項に定める

学校給食費の額とする。 

 

 

 

 

 

最も経済的な通常の経路及び方法により通

学する場合の交通費の額とする。 

 

 

 

 

左に定める教科用図書

購入費の全額とする。 

 

第１区分に該当する者

については、 左に定める

学校給食費の全額とし、 

第２区分に該当する者に

ついては、当該経費の半

額とする。 

 

第１区分に該当する者

については、左に定める

交通費の全額とし、第２ 

区分に該当する者につい

ては、当該経費の半額と

する。 



 

４ 帰省に要する交通費 

〔帰省費（本人経費）〕 

 

 

 

 

 

５ 付添人の付添いに要

する交通費 

(1)通学に要する交通

費〔通学費（付添人

経費）〕 

 

 

 

 

(2)帰省に要する交通

費〔帰省費（付添人

経費）〕 

 

 

 

 

 

 

６ 職場実習に要する交

通費（職場実習交通費） 

 

 

 

 

 

７ 学校附設の寄宿舎居

住に伴う経費 

(1)日用品等購入費 

 

 

 

 

 

(2)食費 

 

 

 

 

学校附設の寄宿舎に居住する者が年間39 

回以内、 最も経済的な通常の経路及び方法に

より帰省する場合の往復の交通費の額とす

る。 

 

 

 

肢体不自由者である生徒又は重度・重複障

害の生徒が通学する場合に要する付添人の最

も経済的な通常の経路及び方法による付添中

並びに付添いのための交通費の額とする。 

 

 

 

 

 

学校附設の寄宿舎に居住する肢体不自由者

である生徒又は重度・重複障害の生徒が年間

39回以内帰省する場合に要する付添人の最も

経済的な通常の経路及び方法による付添中並

びに付添いのための往復の交通費の額とす

る。 

 

 

 

教育課程に従い、学校長の管理のもとに学

校外の事業所等において、生徒が現場実習に

参加する場合の交通費の額とする。 

 

 

 

 

通常必要とする洗面用雑品、 通信用品、 衣

料補修用品、下着類等の購入費の額とする。 

 

 

 

 

 

 

夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間

において、通常支給する１日３回の食事に要

する経費（ 学校給食費を除く。）及び１日１

回の間食に要する経費の額とする。ただし、

 

第１区分に該当する者

については、左に定める

交通費の全額とし、 第２

区分に該当する者につい

ては、当該経費の半額と

する。 

 

第１区分に該当する肢

体不自由者である生徒又

は重度・重複障害の生徒

については、左に定める

交通費の全額とし、第２ 

区分に該当する上記の者

については、当該経費の

半額とする。 

 

第１区分に該当する肢

体不自由者である生徒又

は重度・重複障害の生徒

については、左に定める

交通費の全額とし、第２ 

区分に該当する上記の者

については、当該経費の

半額とする。 

 

第１区分に該当する者

については、左に定める

交通費の全額とし、第２ 

区分に該当する者につい

ては、当該経費の半額と

する。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める日用品等購入費

の全額とし、第２区分に

該当する者については、

当該経費の半額とする。 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、左

に定める食費の全額と



 

 

 

 

 

８ 職場実習宿泊費 

 

病気その他の特別の事情があると認められる

者に対し、休業日に食事又は間食を支給する

場合は、これらに要する経費を食費の範囲に

加えることができる。 

 

教育課程に従い学校長の管理のもとに学校

外の事業所等において、生徒が現場実習に参

加する場合の宿泊費の額とする。 

 

し、第２区分に該当する

者については、当該経費

の半額とする。 

 

 

別途通知する限度額の

範囲内で、第１区分に該

当する者については、 左

に定める宿泊費の全額と

し、第２区分に該当する

者については、当該経費

の半額とする。 

 






